令和７年４月１０日No.１
防災緊急連絡先

自治区長　様
防災対策課長

防災に関する緊急情報の提供等について（依頼）

このことについて、災害の発生又は、災害発生の危険性が高く、市への連絡が必要と判断された場合は、お手数ですが各地区に応じて、以下の連絡先まで御連絡ください。

１　御連絡いただきたい案件（具体的な例）
(1)近くで山崩れ、土石流が発生している。渓流の流水が急激に濁りだした、又は減少した。
(2)異様なにおい（土臭い、ものの焼けるにおい、酸っぱいにおい等）がする。
(3)異様な音（地鳴り、山鳴り、渓流内で転石がぶつかり合う音等）が聞こえる。
(4)斜面に亀裂や湧水が発生している。斜面から小石がパラパラと落ちてくる。
(5)河川の越水又は越水の危険性が高い。側溝や水路等から水が溢れ、道路等が冠水している。
(6)通常とは異なる降雨・積雪等
(7)その他、市民生活に重大な影響を及ぼす緊急案件
２　連絡先
（1） ● 市役所（支所）開庁時、注意報発表時（準備体制）
・旧市内　⇒　防災対策課（0565－34－6750）　
・藤岡、小原、足助、下山、旭、稲武地区　⇒　各支所



（２）● 災害対策本部設置時
（大雨・洪水・暴風・暴風雪警報、土砂災害警戒情報等が発表）
電話番号　０５６５－３１－３２１０





（３）● 市役所（支所）閉庁時でかつ、注意報・警報等未発表時
【表】【災害対策本部（準備体制含む）未設置時】
地　　　区
連絡先１
連絡先２
崇化館・梅坪台・浄水
朝日丘・逢妻・豊南
地域交流課（自治区送付文書に記載）
左記の連絡先に繋がらない場合は、下記にご連絡ください。
・防災対策課１
（自治区送付文書に記載）
・防災対策課２　
（自治区送付文書に記載）
・防災対策課３
（自治区送付文書に記載）
・防災対策課４
（自治区送付文書に記載）
・防災対策課５
（自治区送付文書に記載）

高橋・美里・益富
高橋支所  （自治区送付文書に記載）

末野原・上郷
上郷支所  （自治区送付文書に記載）

竜神・若林・前林・若園
高岡支所  （自治区送付文書に記載）

猿投台・井郷・猿投・保見・石野
猿投支所  （自治区送付文書に記載）

松平
松平支所  （自治区送付文書に記載）

藤岡・藤岡南
藤岡支所  （自治区送付文書に記載）

小原
小原支所  （自治区送付文書に記載）

足助
足助支所  （自治区送付文書に記載）

下山
下山支所  （自治区送付文書に記載）

旭
旭支所    （自治区送付文書に記載）

稲武
稲武支所  （自治区送付文書に記載）


















３　注意事項
　・御連絡していただくのは、防災に関する緊急案件に限定して下さい。
　・上記の【表】の連絡先１・連絡先２については、原則区長様のみの公表としてください。
　　なお、防災緊急連絡先は自主防災会会長様にも提供予定です。（５月上旬頃通知予定）
　・（３）の状況で区長様以外から連絡が必要な場合は、市役所代表番号（0565-31-1212）へ連絡してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　豊田市地域活躍部防災対策課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　 （０５６５） 　３４－６７５０（直通）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ＦＡＸ   （０５６５） ３４－６０４８防災対策課　北村
TEL:34－6750
FAX:34－6048

